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仲 介 規 程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は，取引参加者規程第55条の規定に基づき，仲介に関

して必要な事項を定める。 

 

（仲介の申出） 

第２条 取引参加者規程第53条第１項の規定により仲介の申出を行おう

とする取引参加者は，次の各号に掲げる事項を記載し，記名押印した

仲介申出書２通を本所に提出しなければならない。 

(1) 申出年月日 

(2) 申出人の商号又は名称及び所在地 

(3) 相手方の商号又は名称及び所在地 

(4) 申出の趣旨 

(5) 紛争の経過及び実情 

(6) 参考資料がある場合はその表示 

２ 仲介申出書が前項各号に定める要件を欠き，遅滞なく補正されない

ときは，本所はこれを受理しない。 

３ 本所が申出を受理したときは，仲介申出書１通を相手方に交付する

ものとする。 

 

（仲介の却下） 

第３条 仲介の申出が次の各号のいずれかに該当するときは，本所は，

仲介を行わないことができる。 

(1) 訴訟中の紛争につき仲介を申し出たとき。 

(2) 認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会においてあ

っせん中の紛争につき仲介を申し出たとき。 

(3) その他取引参加者規程第53条第１項ただし書に該当すると認めら
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れるとき。 

 

（答弁書の提出義務） 

第４条 第２条第３項の規定により仲介申出書の交付を受けた相手方は，

遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し，記名押印した答弁書２通を

作成し，本所に提出しなければならない。 

(1) 答弁書作成年月日 

(2) 申出人の商号又は名称及び所在地 

(3) 紛争の表示 

(4) 紛争の経過及び実情 

(5) 仲介申出書に対する答弁及び抗弁 

(6) 参考資料がある場合はその表示 

２ 前項による答弁書の提出があったときは，本所はその１通を申出人

に交付するものとする。 

 

（仲介人の参加） 

第５条 本所は，必要があると認めるときは，他の取引参加者の取引参

加者代表者又は本所が適当と認める者のうちから仲介人を選任し，仲

介に参加させることができる。 

 

（事情聴取） 

第６条 本所は，期日を定めて当事者の出頭を求め，事情を聴取するこ

とができる。 

２ 当事者が，前項の期日の変更を申請するときは，当該期日の２日前

までに，これを行わなければならない。 

３ 出頭を求められた当事者は自身で出頭しなければならない。ただし，

本所が承認した場合においては，代理人を出頭させることができる。 
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（資料等の提出義務） 

第７条 本所は，仲介を行う場合においては，当事者に対し，取引参加

者規程第54条の規定による調査のほか，仲介を行うために必要な事項

についての報告及び資料の提出を請求することができる。 

 

（仲介申出の取下げ） 

第８条 申出人が仲介の申出を取り下げるときは，理由を示した書面に

よって行うものとする。 

２ 申出人は，仲介中の紛争につき訴訟の提起又は認可金融商品取引業

協会若しくは認定金融商品取引業協会にあっせんの申立てを行うとき

は，その提起又は申立て前に仲介の申出を取り下げなければならない。 

 

（仲介案の提示） 

第９条 本所は，必要と認めたときは，書面による仲介案を作成し，こ

れを当事者に示しその受諾を勧告するものとする。 

 

（和解契約書の作成） 

第10条 本所の仲介により，当事者間に合意が成立したとき又は仲介案

を当事者双方が受諾したときは，所定の様式による和解契約書２通を

作成し，当事者は各１通を保存する。 

２ 申出人は，和解契約書の写１通を本所に提出しなければならない。 

 

（不履行の場合の報告） 

第11条 当事者が第９条の規定による仲介案を受諾したにもかかわらず，

その一方がこれを履行しないときは，他方は，その旨を本所に報告す

るものとする。 

２ 前項の不履行行為は，取引参加者規程第51条に規定する信義則に反

する行為に該当するものとする。 
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（仲介案の公表） 

第12条 本所は，当事者の一方又は双方が第９条の規定による仲介案の

受諾を拒否した場合において，本所の目的及び市場の運営にかんがみ

て必要かつ適当であると認めるときは，当事者の秘密を除き仲介の経

過，仲介案及びその理由を取引参加者に公表することができる。 

 

 

   付  則 

  この規則は，平成15年１月14日から施行する。 

   付  則 

  この規程は，平成15年４月２日から施行する。 

   付  則 

  この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

   付  則 

  この規程は，平成19年９月30日から施行する。 

   付  則 

  この規程は，平成21年６月16日から施行する。 

   付  則 

  この規程は，平成25年１月１日から施行する。 

 


